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Ⅳ．国内の吸収源対策 

 
（森林等吸収源分野の国際交渉の結果） 
 
○ 2013 年以降の国際的な気候変動対策の枠組みについて、国連気候変動枠組条約の

下で議論が進められる中、先進国の森林等吸収源の取り扱いに関するルールについ

ては、ダーバン会合において次のような新たな決定がなされた。 
① 森林吸収量は「参照レベル方式」で算定。我が国の場合、実質的に第一約束

期間と同様に森林経営対象の森林の吸収量をすべて計上できる参照レベル＝

０ 
② 森林経営対象森林の吸収量の算入上限値は、基準年の温室効果ガス排出量比

で各国一律で 3.5％（森林面積の増減に伴うものは除く） 
③ 住宅等に使用されている国産の木材に貯蔵されている炭素量の変化を吸収量

等として計上可能（HWP ルール） 
④ 森林経営活動は義務計上となり、京都議定書第一約束期間に各国が計上する

ことを選択した活動も必ず計上（我が国の場合は植生回復） 
なお、上記以外は、第一約束期間のルールが継続的に適用される。 

 
○ これらの森林等吸収源の取り扱いに関するルールは、森林等吸収源が各国の排出

削減目標を達成するための重要な手段であるとのコンセンサスの下で、第一約束期

間のルールを強化する方向で議論され、我が国も国内の森林・林業、農業、都市緑

化等の実態や施策の方向性、人為性を重視したアプローチの重要性を踏まえながら、

その進展に積極的に貢献した結果、COP17 での重要な具体的成果の一つとして決定

されたものである。 
 

○ 今後、2020 年以降の国際的枠組みについて森林等吸収源分野の交渉が進められる

過程への影響も考慮し、2013 年以降も透明性、一貫性等について国際的に評価され

続けるよう森林等吸収源対策を進めていくことが重要である。 
 

○ このため、2013 年以降の我が国の森林等吸収量については、ダーバン会合等で国

際的に合意されたルールに沿って、算定・報告するとともに、国際的な評価・審査

（International Assessment and Review）へも対応する必要がある。 
 
（森林吸収源対策） 
 
○ 2013 年から 2020 年の森林吸収源対策としては、上述の国際的に合意されたルー

ルに基づいて吸収・排出量の計上及び報告を確実に行うとともに、引き続き、森林

の適正な整備等による吸収量の確保、炭素の貯蔵等に効果のある木材及び木質バイ

オマスの利用等を進め、HWP ルールを活用しつつ森林経営による森林吸収量の算入

上限値 3.5%分を最大限確保することを目指すべきである。 
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○ また、現状の森林資源の構成のままで推移すると、我が国の森林吸収量は、高齢

級化により低下していくと想定される。このため、2020 年から発効するとされてい

る将来枠組みの下においても、引き続き森林吸収源が十分に貢献できるよう、適切

な森林資源の育成に 2013 年以降、速やかに取り組むことが必要である。 
 

○ 森林吸収源対策により、森林による CO2の吸収のみならず森林の有する多面的機

能が発揮されるとともに、木材の利用による炭素貯蔵や木質バイオマスの利用によ

る化石燃料の代替といった効果が発揮され、低炭素社会の構築に貢献できる。さら

に、地域経済の活性化、雇用創出などの効果も期待できるところである。 
 
○ このため、2013 年以降の森林吸収源対策とこれを支える林業の採算性の改善に必

要な財源の確保に向けた取組を進めるとともに、「森林・林業の再生に向けた取組を

加速しつつ、次のような対策を検討していくべきである。 
①健全な森林の育成や森林吸収量の算入対象となる森林の拡大 
②成長の優れた種苗の確保や再造林による森林の若返り等の吸収能力の向上 
③木材利用による炭素貯蔵機能の発揮 
 

（都市緑化等の推進） 

 
○ 京都議定書目標達成計画において、都市緑化等は国民にとって最も日常的に身近な

吸収源対策（植生回復）であり、その推進は実際の吸収源対策としての効果はもと

より、地球温暖化対策の趣旨の普及啓発にも大きな効果を発揮するものとされてい

る。さらに、低炭素型都市構造の実現に資するものである。 
 

○ このため、都市公園の整備や、民間の建築物の屋上等の新たな緑化空間の創出等を

一層積極的に推進していく必要がある。さらに、国際的に合意されたルールに基づ

き吸収量の計上及び報告を確実に行う必要がある。 
 

（農地土壌における炭素貯留について） 
 
○ これまでの農地管理分野におけるデータの蓄積等の取組を基に、国際的に合意され

たルールに基づいて、農地土壌の炭素貯留量を全国レベルで算定するための推定方

法を確立し、農地管理分野の吸収・排出量の計上を行うことを検討すべきである。 
 
（部会・小委員会における主な意見） 
 
○ 国内の吸収源対策について、委員からの主な意見は以下のとおり。 
・選択肢の原案を提示するという現段階で本報告書において、国内排出削減、海外に

おける排出削減、国内の吸収源対策について、それぞれに目標値を掲げるべきとの

意見があった一方で、そうすべきではないとの意見があった。 
 
 


